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理  由 

 議会活動を通年で行うことにより、行政課題に対する迅速な対応及び継続的

な審議・調査が可能となるよう、議会機能の一層の充実を図ることを目的とし

て、本条例を制定する。 



日出町議会の会期等に関する条例 

 

（会期） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第１０

２条の２第１項の規定に基づき、日出町議会の会期は、４月１日から翌年の

３月３１日までとする。 

（定例日） 

第２条 法第１０２条の２第６項に規定する定例日（以下「定例日」という。）

は、次の各号に掲げる日とする。ただし、当該定例日が日出町の休日を定め

る条例（平成元年日出町条例第３０号）第１条第１項に規定する日出町の休

日（以下「休日」という。）に当たる場合は、その日後において、その日に

最も近い休日でない日とする。 

(１) ６月１日 

(２) ９月１日 

(３) １２月１日 

(４) 翌年２月２５日 

２ 前項の規定にかかわらず、議長は、前項の定例日に会議を開くことができ

ない特別な事情があると認めるときは、同項の定例日を変更することができ

る。 

（委任） 

第３条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。 

 

附  則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（議会定例会の回数を定める条例の廃止） 

２ 議会定例会の回数を定める条例（昭和３１年日出町条例第１３号）は、廃

止する。 


